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当事業所は利用者に対して、介護予防日常生活支援総合事業における第一号

通所事業（通所型サービス）を提供します。事業所の概要や提供されるサー

ビスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

（１）事業所の種類および名称 

●事業所の種類 

   第一号通所事業（通所型サービス）事業所 

   平成18年4月1日指定および開設（福島県 ０７７０３００６３０号） 

   事業所長（管理者）氏名    星   光 一 郎 

  ●事業所の名称 

     社会福祉法人 愛星福祉会 星ヶ丘デイサービスセンター 

（２）事業所の目的 

介護保険法令にしたがい、利用者が居宅において、その有する能力に応

じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の生活機

能の維持または向上をめざして支援することを目的として、利用者に第一

号通所事業（通所型サービス）を提供します。 

（３）事業所の所在地      福島県郡山市片平町字妙見舘1番1 

（４）電話番号          ０２４－９５２－６８３６ 

（５）当事業所の運営方針 （５つの方針） 

 

（６）利用定員   ３０人 

（７）事業所が行っている他の事業 

   当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。 

【通所介護】 平成12年4月1日指定および開設（福島県 ０７７０３００６３０号） 

（８）第三者評価の実施状況  実施なし 

第一号通所事業（通所型サー

ビス）（デイサービス）につい

ての具体的な説明書です。 

●法人名    社会福祉法人 愛星福祉会 ●代表者名 理事長 星 光一郎 

●法人所在地 福島県郡山市片平町字妙見舘1番1 

●電話番号 ０２４－９５２－６４１２   ●設立年月 昭和６２年６月２９日 

１．サービスをご利用できる方 

要支援１・２ 

総合事業対象者 

当サービスの利用は、原則として要支援等の認定の結果、｢要支援

又は総合事業対象者｣と認定された方が対象となります。 

（要支援等の認定を申請中の方でもご利用ができます） 

快適で和やかな 

生活環境の整備 

健康と機能の維持 
利用者主体の 

サービスの充実 

身体の安全確保 

家族および 

地域社会との交流 

２．事業所の概要 

 令和７年９月１日現在 
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営業日 月曜日 ～ 土曜日 （但し、１月１日、２日、３日は除く） 

営業時間 午前８時３０分 ～ 午後５時３０分 

サービス提供時間 午前１０時３０分 ～ 午後２時３０分 

３．通常の事業の実施地域 
（郡山市内全域：送迎できる地域はおおむね下記の地域です） 

現在ご利用いただい

ているおもな地区 

喜久田熱 海

片 平 逢 瀬 

大 槻 
小山田 

希望ケ丘 

うねめ町 
富 田 

４．営業日及び営業時間 

５．職員の配置状況 
当施設では、利用者に対して第一号通所事業（通所型サービス）及び通所

介護サービスを提供する職員として、下記の職種の職員を配置しています。 

職 種  職務内容 職員数 

１．事業所長 

 （管理者・兼務） 

事業所の従事者の管理および業務の管理を一元的

に行います。 
１名 

２．生活相談員 

  （兼務） 

相談業務、通所型サービス計画の作成および他機

関との連携を図ります。 
２名 

３．看護職員 

  （専従・兼務） 
利用者の健康保持のため適切な措置をとります。 ３名  

４．機能訓練指導員 

  （兼務） 
利用者の機能訓練を行います。 ２名 

５．介護職員 

  （専従・兼務） 
利用者の生活全般の介護、援助を行います。 ５名 

６．管理栄養士 

   （兼務） 

利用者の栄養や身体の状況および嗜好を考慮した

献立、調理指導を行います。 
１名 

７．調理員 

  （兼務） 
衛生、安全を考慮した調理を行います。 ４名以上 

８．事務員 

  （兼務） 
会計、庶務等の事務処理を行います。 １名以上 

第一号通所事業（通所型サービス） 
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機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況

に応じて、運動器機能向上計画を作成し、運動器

の機能向上のための訓練を実施します。 

当事業所では、どなたで

も安心して入浴ができま

す。 

６．当事業所が提供するサービスと利用料金 

（１）総合事業対象となるサービス（契約書第４条参照）  

当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。  

また、それぞれのサービスについて、 

 （１）利用料金が総合事業から給付される場合 

 （２）利用料金の金額を利用者に負担いただく場合 があります。 

以下のサービスについては、利用料金の９割又は８割又は７割が総合事業から給付されます。 

運動器機能 

向上訓練 

第一号通所事業（通所型サービス） 

当事業所では、管理栄養士の立

てる献立表により、栄養並びに利

用者の身体状況および嗜好を考

慮した食事を提供します。 

但し、食事の提供にかかる費用

は別途お支払いいただきます。 

食事の介助 
入 浴 

利用者の希望により、ご自

宅と事業所間の送迎サービ

スを行います。但し、通常事

業実施地域外からのご利用

の場合は地域外送迎代を

ご負担いただきます。 

送 迎 

（共通的サービス） 

（選択的サービス） 

選択的サービスについては利用者ごとの選択制となります。ご利用の際には、サービス利用料金の

１割又は２割又は３割を追加料金としてご負担いただきます。 

利用者が自立した生活を送るために、食事・入浴・排

泄などのサービスを提供します。 
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要支援度等 
事業対象者 

要支援 １ 

事業対象者 

要支援 ２ 

①サービス利用料金  １７,９８０円 ３６,２１０円 

②サービス提供体制強化加算Ⅱ ７２０円 １４４０円 

サービス利用に係る 

自己負担額  

１割 
①１,７９８円 

②７２円 
①３,６２１円 

②１４４円 

２割 
①３,５９６円 

②１４４円 
①７,２４２円 

②２８８円 

３割 
①５,３９４円 

②２１６円 
①１０,８６３円 

②４３２円 

（共通的サービス・加算） 

第一号通所事業（通所型サービス） 

 
下記の料金表は、介護保険からの給付を利用する場合の基本料金となります。 

ただし、介護保険の給付の範囲をこえたサービス利用は全額自己負担となります。 

利用者の要支援度等に応じたサービス利用料金（自己負担）をお支払下さい。 

（その他の加算） 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

一月のご利用ごとに８．０％を乗じた単位数。 

この加算については介護保険の限度額外での請求

となります。 

＜サービス利用料金（１ヶ月あたり）＞（契約書第６条参照）  

 ※事業所が送迎を行わない場合（片道につき）所定の金額より４７円が減算されます。 

 〇事業対象者・要支援１ ： 1月につき３７６円の範囲内で減算 

 〇事業対象者・要支援２ ： 1月につき７５２円の範囲内で減算 

 

科学的介護推進体制加算  

一月あたり ４００円 

１割 ２割 ３割 加算対象サービスに

係る自己負担額 ４０円 ８０円 １２０円 
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（２）総合事業の対象とならないサービス（契約書第５条、６条参照） 

利用者の希望により参加でき

ます。 

料金：材料代等の実費をいた  

     だきます。 

実費でご負担いただく

日用品は下記の通り

です。 

内 容 数量 金 額 

紙パンツ １枚 １３０円 

紙おむつ（L） １枚 ２２０円 

紙おむつ（M） １枚 １９０円 

尿取りパット １枚 ３０円 

洗濯代 １回 １００円 

レクリエーション・クラブ活動 

日常生活上必要と

なる諸費用実費 

提供する食事の材料等に

かかる費用です。 

料金： １食あたり６００円 

食事の提供 

 
上記の利用料金については、経済状況の著しい変化などやむを得ない事由がある場合、相当な

額に変更することがあります。 

その場合は、変更の内容等について事前にご説明します。 

以下のサービスについては、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

第一号通所事業（通所型サービス） 

通常の事業実施地域以外の地区にお

住まいの方。 

実施地域の境界線より計算。 

 ●料金： １ｋｍあたり４０円 

区域外送迎代 

共通的サービス及び選択的サービスの利用料金は、月額制（月ごとの定額制）となっているため、下記に該当する

場合を除いては、原則として日割り計算は行いません。 
 
 ・月途中に要介護から要支援等に変更となった場合  ・月途中に要支援等から要介護となった場合 

・月途中に契約し利用を開始した場合           ・月途中に利用を終了した場合 

給付費体系に変更があった場合、変更された金額に合わせて、利用者の負担額を変更します。 
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７．利用料金のお支払方法（契約書第６条参照） 

第一号通所事業（通所型サービス） 

 郵便局からの自動引き落としの場合 郵便局からのお振込みの場合 

ご請求 翌月の１５日まで 翌月の１５日まで 

お支払方法 引き落とし 振込み 

お支払期限 翌月２７日まで 

翌月２７日まで 

   ※郵便局 

 NO.０２２６０-４-９５７７６ 

 社会福祉法人 愛星福祉会 

前記（１）、（２）の料金・費用（総合事業の対象となる

サービス及び対象とならないサービス）は、次のとお

りお支払ください。 

８．利用の中止、変更、追加（契約書第７条参照） 

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により、利用者の希望する期間に

サービスの提供ができない場合、他の利用可能な期間または日時を利用者に提示して協議します。 

お振込の場合には、 
入金確認の処理上、必ず依頼人欄に、利用者の｢生年月日｣と｢氏名｣の順でご記入ください。

（記載不備の場合は、ご迷惑をおかけする場合があります） 

   例① 明治４１年１２月２０日生れ 佐藤 松雄 様の場合⇒ M４１１２２０サトウマツオ 

   例② 大正１５年１月５日生れ 馬場 政吉 様の場合⇒ T１５０１０５ババマサキチ 

   例③ 昭和２年１月５日生れ 鈴木マサ 様の場合⇒ S０２０１０５スズキマサ 

営 業 日 月曜日 ～ 土曜日 （但し、１月１日、２日、３日は除く） 

ご利用中止・変更・ 

追加のご連絡 

利用日前日の午後４時までにご連絡ください。 

（月曜日のご利用については、土曜日の午後４時までにご連絡ください） 

※時間外には、下記のキャンセル料を申し受けます。 

キャンセル 

（取り消し） 

・前日の午後４時まで 無 料 

・前日の午後４時以降 

・利用日当日 
食事代として ６００円 
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９．緊急時の対応について （契約書第９条参照） 

第一号通所事業（通所型サービス）のサービス提供を行っているときに、 

利用者の症状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治 

の医師または歯科医師、家族等に連絡を取る等必要な措置を講じます。 

第一号通所事業（通所型サービス） 

１０．事故発生時の対応について 

１．事故が発生した場合は、利用者に対し応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じるとと    

   もに、速やかに家族等及び関係諸機関に事故の発生状況及び今後の対応等について報告  

   いたします。 

２．事故等により介護予防ケアマネジメント計画に変更が生じる可能性がある場合は担当の介  

  護予防支援事業者等に、また、要支援等認定に影響する可能性がある場合には市町村（保 

  険者）に事故の概要を報告いたします。 

１１．損害賠償について （契約書第1５条、１６条参照） 

 

１．当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やか  

  にその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  但し、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の  

  置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる 

  場合があります。 

２．事業者は、自己の責任に帰すべき理由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ 

   以下の各号に該当する場合には、事業者は賠償責任を免れます。 

   ① 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に  

      これを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が生じた場合。 

   ② 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意に 

            これを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が生じた場合。 

   ③ 契約者が急激な体調の変化等、事業所の実施したサービスを原因としない事由にもっ 

      ぱら起因して損害が発生した場合。 

   ④ 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら 

      起因して損害が発生した場合。 
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１３．緊急やむを得ない場合の身体拘束について 
                （契約書第９条参照） 

当事業所では、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。 

なお、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様、緊急やむを得なかった状況、緊急

やむを得なかった理由を記録するものとします。 

１４．守秘義務について （契約書第１０条参照） 

１．事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知りえた利用者  

  又はそのご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義務） 

  但し、利用者に緊急な医療上の必要がある場合には、医療機関等に利用者の心身等の情  

  報を提供します。 

２．サービス担当者会議など、利用者に係る他の介護予防支援事業者等との連携を図るなど正 

  当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、  

  利用者又はそのご家族等の個人情報を用いることができるものとします。 

１５．個人情報保護について （契約書第２４条参照） 

 １．事業者は、利用者の個人情報保護について「個人情報に関する法律」及び厚生労働省が策  

     定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を 

    遵守し、適切な取扱いに努めます。 

 ２．事業者が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的 

   では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は 

   その代理人の了解を得るものとします。 

 ３．居宅介護支援事業所等に対して、利用者に関する情報提供をする際には、あらかじめ文書 

   により利用者の同意を得るものとします。 

１２．非常災害対策 

当事業所は、非常災害に関する具体的な計画を作成するとともに、非常災害

に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 
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１６．施設利用上の留意事項について  

                （契約書第１４条参照） 

１．施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

２．故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚  

  したりした場合には、利用者の自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価を 

  お支払いいただく場合があります。 

３．利用者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、利用者及びその家族等と事 

  業者との協議により、施設、設備の利用方法等を決めます。 

１７．契約の終了について  （契約書第１８条参照） 

契約の有効期限は、契約締結の日から契約者の要支援等の認定有効期間満了日までですが、 

契約期間満了の７日前までに利用者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に 

同じ条件で更新され、以後も同様となります。 

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが 

仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。 

利用者が死亡した場合 

要支援等の認定により、

利用者の心身状況が自

立または要介護と判定さ

れた場合 

事業者が解散した場合、

破産した場合又はやむを

得ない事由により事業所

を閉鎖した場合 

施設の滅失や重大な毀

損により、利用者に対す

るサービスの提供が不可

能になった場合 

当事業所が介護保険の

指定を取り消された場合

又は指定を辞退した場合 

利用者から解約又は契

約解除の申し出があった

場合 

事業者から契約解除を

申し出た場合 
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１８．虐待防止について （契約書第１１条参照） 

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じます。 

 ①虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用）を定期的に開催するとと  

   もに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

②虐待防止のための指針の整備 

③虐待を防止するための定期的な研修の実施 

④前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

１９．衛生管理等について （契約書第１２条参照） 

事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じます。 

 ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話 

  装置等を活用）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知 

  徹底を図ります。 

 ②事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

 ③事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定 

   期的に実施する。 

２０．ハラスメント対策について （契約書第９条参照） 

事業所は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動 

又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通 

所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ 

ます。 

２１．業務継続計画の策定等について （契約書第１３条参照） 

 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定通所介護の提供を継続的に実 

 施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」とい 

 う。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施し、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとす

る。 
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当事業所における苦情やご相談は、下記の専用窓口で受

け付けます。また、苦情受付ボックスを玄関ホールに設置

しています。 

２２．苦情の受付について 
       （契約書第２３条参照） 

月曜日～金曜日（祝祭日は除く）午前９時～午後５時 
              はとり  みわ    

 苦情受付窓口 羽鳥 美和 （生活相談員）  

電話番号 ０２４－９５２－６８３６ 

第一号通所事業（通所型サービス） 

１．苦情解決責任者     ○星 光一郎
ほ し  こ う い ち ろ う

（星ヶ丘デイサービスセンター所長） 

２．第三者苦情解決委員  ○田中 吾一
た な か  ご い ち

   電話０２４－９５２－２３３３ 

                   ○阿久津 信一
あ く つ  し ん い ち

 （人権擁護委員） 電話０２４－９５２－２４７３ 

 

３．苦情解決の方法 
（１）苦情の受付   

苦情は、面接、電話、手紙等による書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けします。また、

第三者苦情解決委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

 

（２）苦情受付の報告・確認   

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者苦情解決委員に報告致します。但

し、苦情を申し出た人が第三者苦情解決委員への報告を拒否した場合は報告致しません。第三者

苦情解決委員は、内容を確認し、苦情を申し出た人に対して報告を受けた旨を通知致します。 

 

（３）苦情解決のための話し合い 

苦情解決責任者は、苦情を申し出た人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 

その際、苦情を申し出た人は、第三者苦情解決委員の助言や立会いを求めることができます。 

なお、 第三者苦情解決委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。 

     ① 第三者苦情解決委員による苦情内容の確認 

     ② 第三者苦情解決委員による解決案の調整及び助言  

     ③ 話し合いの結果や改善事項等の確認 

 

（４）その他 

当施設及び事業所で解決できない苦情は、下記の窓口へ申し出ることができます。  

     

  ・福島県運営適正化委員会：事務局：福島市渡利字七杜宮111 （電話024-523-2943） 

  ・福島県国民健康保険団体連合会：福島市中町3番7号福島県国保会館            

                                     （電話024-528-0040） 

  ・郡山市地域包括ケア推進課：郡山市朝日一丁目23-7 （電話024-924-3561) 
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私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を

受け、第一号通所事業（通所型サービス）の提供開始に

同意しました。 

 

    年   月   日 

 

 

＜利 用 者＞ 

 

  住  所： 

 

 

  氏  名：                     印 

 

 

＜代 理 人＞ 

 

  住  所： 

 

 

  氏  名：                     印 

 

 

＜ご 家 族＞ 

 

  住  所： 

 

 

  氏  名：                     印 

第一号通所事業（通所型サービス）の提供の開

始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を

行いました。 

 

    年   月   日 

 

 

 

 

●第一号通所事業（通所型サービス） 

   星ヶ丘デイサービスセンター 

    所 長   星  光 一 郎 

 

 

  

 説明者職名：   

 

 氏     名：                 印 
 

この重要事項説明書は、厚生労働省令第37号（平成11年3月31日）第96条の規定に基づき、

利用申込者またはその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

いつもあなたのそばに… 

社会福祉法人 愛星福祉会 

第一号通所事業（通所型サービス） 


